
大阪府 

個人事業税  
 

　　　　【第１期分】の納期限は、   8月31日（火）です。 
 
　　　　【第２期分】の納期限は、11月30日（火）です。 
 
 
　8月に第1期分及び第2期分の納税通知書兼納付書をまとめて送

付しますので、それぞれの納付書にて納期限までにお納めください。 
 
 
＊第２期分の納付書は大切に保管の上、納付忘れがないようお願いします。 
 
＊納税には、便利で安心・安全な口座振替制度をご利用ください。  
  
＊お問い合わせ先 

　　大阪府豊能府税事務所 

　　電話　072－752－4111 府税マスコット 
｢タッピー｣ 
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